
JILPT 資料シリーズ

諸外国における教育訓練制度
―アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス―

独立行政法人 労働政策研究・研修機構
The Japan Institute for Labour Policy and Training

Ｎｏ.１94　２０１7年3月



JILPT　資料シリーズ　Ｎｏ.１９４

２０１７年３月

独立行政法人 労働政策研究・研修機構
The Japan Institute for Labour Policy and Training

諸外国における教育訓練制度
― アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス ―





ま え が き 

 

 本報告書は、厚生労働省の要請を受けて当機構が実施した「教育訓練制度の国際比較調査」

の結果を取りまとめたものである。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの4カ国を対象

に、各国の公的教育訓練制度の概要と実施状況について調査を行った。 
 
 本報告書が、諸外国における教育訓練制度の状況について理解を深める一助となれば幸い

である。 
 
 2017 年 3 月 

独立行政法人 労働政策研究･研修機構 
 理事長  菅 野  和 夫  
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